
える夢館使用（減免）申請書 

令和  年  月  日 

える夢館 館長 様 

申請者 住  所                     

                         氏名（団体名）                  

                        電話番号                     

（使用責任者～         ） 

下記のとおり使用（減免）を申請します。 

（単位：円） 

使 用 目 的  

使用区分（室）  

使 用 日 時 月  日（ 曜日）  時  分から  時  分まで    

使用予定人数     人 興行、展示･販売等の有無   有 ・ 無 

使 用 料 合 計 円(内加算額    円・備品使用料    円)・ 減免 

階 区分（室名） 
使 用 料 

（１時間当り） 

基 本 

使用料 

加算額 加 算 

使用料 
備  考 

50％ 200％ 

１階 

はるにれホール １，５７０     １．興行又は商品の宣

伝、展示、販売等営

利を目的として使用
する場合の使用料

は、本表の金額に次

の金額を加算した額
とする。 

 1)町内法人等 

  使用料に 50％を乗
じて得た額 

 2)町外法人等 

  使用料に 200％を
乗じて得た額 

２．使用目的の前日の

練習、準備等のため
に使用する場合、本

表に定める額に 50％

を乗じて得た額とす
る。 

３．使用料に 10円未満

の端数が生じた場合
には、これを切り捨

てる。 

４．使用時間が 30分を
超える場合は、１時

間とする。 

ステージ ７６０     

控室Ａ １７０     

控室Ｂ ２５０     

リハーサル室 ４４０     

委員会室 ７３０     

調理実習室・休憩室 ４９０     

２階 

視聴覚室 ５２０     

会議室 ３６０     

研修室Ａ １９０     

研修室Ｂ １９０     

交流室Ａ ２７０     

交流室Ｂ ２７０     

交流室Ｃ ２７０     

屋上 野外ステージ ４００     

〔使用料減免該当事項〕～規則第６条～ 

１．豊頃町が主催又は共催する事業 

２．社会教育関係団体が主催する町民対象事業及 

び社会教育活動 

３．社会福祉関係団体が主催する社会福祉事業 

４．町内行政区の会議、研修会等 

５．町立小中学校の教育活動及び町立保育所の保

育活動 

６．産業団体及び構成団体が主催する公共的事業 

７．その他館長が相当の事由があると認めたとき 

備付器具･設備使用料  特別施設
の 

設置許可 

有 ・ 無 
〔備付器具及び設備使用料〕 

○．音響照明施設  一式 3,000円 

○．グランドピアノ １台  3,000円 

○．テーブルクロス １枚   500円  
○．展示用パネル  一式  1,000円 

 

１．許可された使用時間区分毎とする。 
２．ピアノの調律は使用者の負担において行う。 

３．この表に掲げるもの以外の備付器具及び設備の

使用料の額は、類似するものの額に準じて算出
する。 

取 扱 者 

職 氏 名 

 

調定番号  

 


